
第８回千葉県内水面漁場管理委員会 会議次第 

 

                期日：令和８年５月２６日(火) 

                   午後１時３０分～ 

                場所：プラザ菜の花 ４階「槙」 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議事録署名人の選出 

 

４ 議  題 

（１）江戸川における遊漁規則の変更認可について（諮問） 

（２）その他 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 





第１号議案 

 

 

江戸川における遊漁規則の認可について（諮問） 

 

このことについて、令和８年５月１５日付け８産労農水第５８２号で 

東京都知事から別添のとおり諮問がありましたので審議されたい。 

 

 

令和８年５月２６日 

                     会 長  立 岡 大 助 
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８産労農水第 582号 

 

 

 

  千葉県内水面漁場管理委員会 

 

 

 

令和８年５月 11日付けで東京東部漁業協同組合より申請のあった、東京東部

漁業協同組合、市川市漁業協同組合、松戸市漁業協同組合及び埼玉東部漁業協同

組合が共有する内共第 11号第五種共同漁業権に係る遊漁規則の一部を変更する

ことについて、漁業法第 170条第４項の規定に基づき、貴委員会の意見を求めま

す。 

 

 

 

 令和８年５月 15日 

 

                    東京都知事 

                     小池 百合子 

                      (公印省略) 
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内共第 11 号第五種共同漁業権遊漁規則  

変更理由書 

 

オンラインシステムを利用した遊漁承認証の販売について 

  内共第 11 号第五種共同漁業権遊漁規則では遊漁料及び遊漁料の納付場所を規定して

いる。 

近年、漁業権魚種の遊漁に係る問い合わせが増加しており、遊漁者の需要に対応するた

め電子遊漁券の販売を開始する予定である。 

オンラインシステムよる遊漁料納入を認めるためには、現行の遊漁規則にその取扱いを

追加する必要があるため遊漁規則の変更を申請する。 

 電子遊漁券の導入により、紙媒体に比べ管理コストの削減が期待できるほか、遊漁料収

入増加が見込まれる。 
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内共第１１号第５種共同漁業権遊漁規則（案） 

東京東部・埼玉東部・松戸市・市川市漁業協同組合 

 

（目的） 

第１条 この規則は、東京東部漁業協同組合、埼玉東部漁業協同組合、松戸市漁業協同組

合、市川市漁業協同組合（以下「組合」と総称する。）の有する内共第１１号第五種共

同漁業権に係る漁場（以下単に「漁場」という。）区域において、組合員以外の者のす

る当該漁業権の対象となっている水産動植物（こい、ふな、うなぎをいう。以下同じ。）

の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関して必要な事項を定めるものとす

る。 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場の区域内において、遊漁をしようする者は、あらかじめ組合に申請してその

承認を受けなければならない。 

 ２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣、たも網、さで網、四ツ手網及びリール釣に

よる遊漁の場合には口頭又はオンラインシステムにより、その他の場合には遊漁対象

水産動物、漁具、漁法、遊漁期間等、遊漁の内容を記載した遊漁承認申請書を提出し

なければならない。  

３ 組合は第１項の規定による申請があったときは、当該水産動物の保護又は組合員若

しくは他の遊漁者（第１項の承認を受けた者をいう。以下同じ。）の行う水産動物の

採捕に著しい支障があると認められる場合を除き第１項の承認をするものとする。 

 ４ 第１項の承認を受けた者は、直ちに、第６条第１項に規定する遊漁料を同条第２項

に規定する方法により組合に納付しなければならない。 

 

（遊漁時間） 

第３条 漁場の区域内においては、危険防止又は漁場管理上、日没から日出までの間の遊

漁を禁止する。 

 

（全長の制限） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕して

はならない。 

 

魚種 全長 

こ い １８ｃｍ 

うなぎ ２６ｃｍ 
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（禁止区域等） 

第５条 次の表のイ欄に掲げる区域内において、同表のロ欄に掲げる期間内は、同表のハ

欄に掲げる漁具を使用して遊漁をしてはならない。 

 

（イ）区  域 （ロ）期  間 （ハ）漁具 

茨城県猿島郡五霞町地先江戸川

関宿水閘門えん堤下流端から下

流100mに至る区域 

 

１月１日から12月31日まで 

 

 

網漁具 

 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第６条 遊漁料の額は次の表のとおりとする。ただし遊漁者が未就学の幼児又は小学校生

徒の場合は無料、中学校生徒又は身体障害者のときは次の表に掲げる額の２分の１に相

当する額とする。 

 

魚 種 漁 具  漁 法 遊漁料 

こい 

ふな 

うなぎ 

手釣、竿釣、たも網、さで網 

四ツ手網（１辺1.5ｍ未満のもの） 

１日  300円 

１年 3000円 

リール釣 
１日  500円 

１年 4000円 

上記以外の漁具、漁法 
１日 1000円 

１年 5000円 

 

 ２ 遊漁料は次に掲げる場所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付しな

ければならない。ただし、遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができ

る。 

 

   東京東部漁業協同組合事務所   東京都江戸川区江戸川４－１６－３６ 

埼玉東部漁業協同組合事務所      埼玉県越谷市大間野町４－４８－２ 

松戸市漁業協同組合事務所       千葉県松戸市松戸１７２１－３ 

市川市漁業協同組合事務所       千葉県市川市塩浜１－１７－３ 

 

（遊漁承認証に関する事項） 

第７条 組合は第２条第１項の承認をしたときは次に掲げる事項を記載した遊漁承認証

（オンラインシステムにより発行されるものを含む。）を遊漁者に交付するものとす

る。  

（１）承認を受けた者の氏名、住所 
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（２）承認期間 

（３）魚種 

（４）漁具・漁法 

（５）遊漁区域 

（６）遊漁料の額 

（７）注意事項 

（８）その他参考となるべき事項 

（９）発行者名 

 

 ２ 遊漁承認証の交付は、前条第２項に規定する場所、組合が指定するオンラインシス

テム又は漁場監視員において行うものとする。  

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 

 

（遊漁に際し守るべき事項） 

第８条 遊漁者は遊漁をする場合には遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったと

きは之を提示しなければならない。 

 ２ 遊漁者は遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。 

 ３ 遊漁者は遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑になる行為をし

てはならない。 

 ４ 遊漁者は、組合が漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）に基づく報告等のために行う

採捕量の調査等に協力するものとする。 

 

（漁場監視員） 

第９条 漁場監視員はこの規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。 

 ２ 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視

員であることを表示する腕章をつけるものとする。  

（１）氏名  

（２）有効期間  

（３）注意事項  

（４）発行者名 

 

（違反者に対する措置） 

第 10 条 組合は遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、

又は以後その者の遊漁を拒絶することがある。この場合既に納付した遊漁料の払戻はし

ないものとする。 
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（附則） 

  １ この規則は、令和５年９月１日から施行する。 

 ２ この規則施行前に交付した遊漁承認証は、その期間中は有効なものとする。 

（附則） 

１ この規則は、令和８年 月 日から施行する。 

２ この規則施行前に交付した遊漁承認証は、その期間中は有効なものとする。 

 

8



新
旧

対
照

表
 

新
 

旧
 

 第
１

条
（

現
行

の
と

お
り

）
 

 （
遊

漁
の

承
認

及
び

遊
漁

料
の

納
付

義
務

）
  

第
２

条
 

漁
場

の
区

域
内

に
お

い
て

、
遊

漁
を

し
よ

う
す

る
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
組

合
に

申
請

し
て

そ
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
２

 
前

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
手

釣
、

竿
釣

、
た

も
網

、
さ

で
網

、
四

ツ
手

網
及

び
リ

ー
ル

釣
に

よ
る

遊
漁

の
場

合
に

は
口

頭
又

は
オ

ン
ラ

イ
ン

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
、

そ
の

他
の

場
合

に
は

遊
漁

対
象

水
産

動
物

、
漁

具
、

漁
法

、
遊

漁
期

間
等

、
遊

漁
の

内

容
を

記
載

し
た

遊
漁

承
認

申
請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

３
 

組
合

は
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

当
該

水
産

動
物

の
保

護

又
は

組
合

員
若

し
く

は
他

の
遊

漁
者

（
第

１
項

の
承

認
を

受
け

た
者

を
い

う
。

以
下

同

じ
。）

の
行

う
水

産
動

物
の

採
捕

に
著

し
い

支
障

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
を

除
き

第
１

項
の

承
認

を
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
４

 
第

１
項

の
承

認
を

受
け

た
者

は
、

直
ち

に
、

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
遊

漁
料

を
同

条
第

２
項

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
り

組
合

に
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 第
３

条
か

ら
第

５
条

（
現

行
の

と
お

り
）

 

 （
遊

漁
料

の
額

及
び

納
付

方
法

）
 

第
６

条
 

遊
漁

料
の

額
は

次
の

表
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

遊
漁

者
が

未
就

学
の

幼

児
又

は
小

学
校

生
徒

の
場

合
は

無
料

、
中

学
校

生
徒

又
は

身
体

障
害

者
の

と
き

は
次

の

表
に

掲
げ

る
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

額
と

す
る

。
 

 （
遊

漁
料

表
：

現
行

の
と

お
り

）
 

 
第

1
条

（
略

）
 

 （
遊

漁
の

承
認

及
び

遊
漁

料
の

納
付

義
務

）
 

第
２

条
 

漁
場

の
区

域
内

に
お

い
て

、
遊

漁
を

し
よ

う
す

る
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
組

合
に

申
請

し
て

そ
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
２

 
前

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
手

釣
、

竿
釣

、
た

も
網

、
さ

で
網

、
四

ツ
手

網
及

び
リ

ー
ル

釣
に

よ
る

遊
漁

の
場

合
に

は
口

頭
で

、
そ

の
他

の
場

合
に

は
遊

漁
対

象
水

産
動

物
、

漁
具

、
漁

法
、

遊
漁

期
間

等
、

遊
漁

の
内

容
を

記
載

し
た

遊
漁

承
認

申
請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
３

 
組

合
は

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
当

該
水

産
動

物
の

保
護

又
は

組
合

員
若

し
く

は
他

の
遊

漁
者

（
第

１
項

の
承

認
を

受
け

た
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
行

う
水

産
動

物
の

採
捕

に
著

し
い

支
障

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
を

除
き

第
１

項
の

承
認

を
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
４

 
第

１
項

の
承

認
を

受
け

た
者

は
、

直
ち

に
、

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
遊

漁
料

を
同

条
第

２
項

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
り

組
合

に
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 第
３

条
か

ら
第

５
条

（
略

）
 

 （
遊

漁
料

の
額

及
び

納
付

方
法

）
 

第
６

条
 

遊
漁

料
の

額
は

次
の

表
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

遊
漁

者
が

未
就

学
の

幼
児

又
は

小
学

校
生

徒
の

場
合

は
無

料
、

中
学

校
生

徒
又

は
身

体
障

害
者

の
と

き
は

次
の

表

に
掲

げ
る

額
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
額

と
す

る
。

 

 

(遊
漁

料
表

：
略

) 
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２

 
遊

漁
料

は
次

に
掲

げ
る

場
所

又
は

組
合

が
指

定
す

る
オ

ン
ラ

イ
ン

シ
ス

テ
ム

に

お
い

て
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
遊

漁
を

す
る

場
所

に
お

い
て

漁
場

監
視

員
に

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

東
京

東
部

 
漁

業
協

同
組

合
事

務
所

 
 

  
東

京
都

江
戸

川
区

江
戸

川
4

-1
6

-3
6

 

埼
玉

東
部

 
漁

業
協

同
組

合
事

務
所

  
  

  
埼

玉
県

越
谷

市
大

間
野

町
4

-4
8

-2
 

松
戸

市
 

漁
業

協
同

組
合

事
務

所
  

  
  

 
千

葉
県

松
戸

市
松

戸
1

7
2

1
-3

 

市
川

市
 

漁
業

協
同

組
合

事
務

所
  

  
  

 
千

葉
県

市
川

市
塩

浜
1

-1
7

-3
 

 （
遊

漁
承

認
証

に
関

す
る

事
項

）
 

第
７

条
 

組
合

は
第

２
条

第
１

項
の

承
認

を
し

た
と

き
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し

た
遊

漁
承

認
証

（
オ

ン
ラ

イ
ン

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
発

行
さ

れ
る

も
の

を
含

む
。）

を
遊

漁

者
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

  （
１

）
～

（
９

）
(現

行
の

と
お

り
) 

  
２

 遊
漁

承
認

証
の

交
付

は
、

前
条

第
２

項
に

規
定

す
る

場
所

、
組

合
が

指
定

す
る

オ

ン
ラ

イ
ン

シ
ス

テ
ム

又
は

漁
場

監
視

員
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
  

３
 遊

漁
承

認
証

は
、

他
人

に
貸

与
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

 第
８

条
か

ら
第

1
0

条
（

現
行

の
と

お
り

）
 

 （
附

則
）

 

  
１

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
５

年
９

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
２

 
こ

の
規

則
施

行
前

に
交

付
し

た
遊

漁
承

認
証

は
、

そ
の

期
間

中
は

有
効

な
も

の

と
す

る
。

 

 
２

 
遊

漁
料

は
次

に
掲

げ
る

場
所

に
お

い
て

納
付

し
、

又
は

組
合

が
別

途
指

定
す

る
者

に
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
遊

漁
を

す
る

場
所

に
お

い
て

漁
場

監
視

員

に
納

付
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

東
京

東
部

 
漁

業
協

同
組

合
事

務
所

 
 

  
東

京
都

江
戸

川
区

江
戸

川
4

-1
6

-3
6

 

埼
玉

東
部

 
漁

業
協

同
組

合
事

務
所

  
  

  
埼

玉
県

越
谷

市
大

間
野

町
4

-4
8

-2
 

松
戸

市
 

漁
業

協
同

組
合

事
務

所
  

  
  

 
千

葉
県

松
戸

市
松

戸
1

7
2

1
-3

 

市
川

市
 

漁
業

協
同

組
合

事
務

所
  

  
  

 
千

葉
県

市
川

市
塩

浜
1

-1
7

-3
 

 （
遊

漁
承

認
証

に
関

す
る

事
項

）
 

第
７

条
 

組
合

は
第

２
条

第
１

項
の

承
認

を
し

た
と

き
は

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し

た
遊

漁
承

認
証

を
遊

漁
者

に
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
  

  （
１

）
～

（
９

）（
略

）
 

  
２

 遊
漁

承
認

証
の

交
付

は
、

前
条

第
２

項
に

規
定

す
る

場
所

又
は

漁
場

監
視

員
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
  

３
 
遊

漁
承

認
証

は
、

他
人

に
貸

与
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

 第
８

条
か

ら
第

1
0

条
（

略
）

 

 （
附

則
）

 

  
１

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
５

年
９

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
２

 
こ

の
規

則
施

行
前

に
交

付
し

た
遊

漁
承

認
証

は
、

そ
の

期
間

中
は

有
効

な
も

の
と

す
る

。
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（
附

則
）

 

１
 

こ
の

規
則

は
、

令
和

８
年

 
月

 
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

こ
の

規
則

施
行

前
に

交
付

し
た

遊
漁

承
認

証
は

、
そ

の
期

間
中

は
有

効
な

も
の

と
す

る
。
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